
管理不全空家等及び特定空家等の認定に係る空家等対策協議会の役割 

 

 

 

 

 管理不全空家等の認定 

※事務局において年度当初に実施 

改善の指導 

※継続して実施 

空家等対策協議会にて勧告の是非について意見聴取 

特定空家等認定基準に基づき調査 

翌年 1月 1日から 

固定資産税等に係る 

住宅用地特例を解除 

改善がない場合 

改善がなく、状況がさらに悪化する場合 

資料３－１  

 

勧 告 

※協議会後速やかに 

特定空家等の認定 

空家等対策協議会にて認定の是非について意見聴取 

空家等の把握及び調査 

状
況
が
著
し
く
不
適
切
な
状
態
の
場
合 

空家等対策協議会への報告 


